
領収書と領収証 

「領収書」と「領収証」はどちらも「民法

上の受取証書＝現金・商品を受け取った事

実を証明する書類」という同じ意味合いを

持つ言葉ですが、一般的な市販品では「領

収証」という記載が多くなっています。た

だ印紙税法では、「領収書」を領収証・レシ

ート・受領書等の総称として使っている感

があります。本文でも以下総称として「領

収書」といたします。 

領収書と印紙税 

領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の

第 17号文書「金銭または有価証券の受取書」

に該当し、印紙税が課税されます。受取書

とはその受領事実を証明するために作成し、

その支払者に交付する証拠証書をいいます。

したがって、「受取書」、「領収証」、「レシー

ト」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実

を証明するために請求書や納品書などに

「代済」、「相済」とか「了」などと記入した

ものや、お買上票などでその作成の目的が

金銭または有価証券の受取事実を証明する

ものであるときは、金銭または有価証券の

受取書に該当します。この 17号文書に該当

した場合は、記載された金額により印紙税

がかかります。10億円を超える金額では 20

万円の印紙税がかかります。 

売上代金以外の領収書 

売上代金として受領した「領収書」は前

述の通り、その記載された金額により印紙

税がかかりますが、売上代金以外の「領収

書」は 5 万円未満のものは非課税で 5 万円

以上のものは 200 円の印紙税という区分だ

けです。売上代金以外での金銭等の「領収

書」としては、借入金の受領書や担保とし

て差し入れた保証金の受領書等があります。 

営業目的以外の領収書 

営業とは営利を目的として行われる行為

ですから、営利を目的としない公益法人や

自治体や商売をしていない個人などが金銭

等の受領の証として「領収書」を発行して

も印紙税はかかりません。 
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領収書と印紙税 

ムムム･････ 

領収書の印紙は幾

らになるのか？ 


